
特 記 仕 様 書 

 

１ 総  則    この特記仕様書は、情報管理課で使用するシュレッダーの購入について必要 

事項を定めることを目的とする。 

 

２ 件  名    シュレッダーの購入 

 

３ 品目及び数量  シュレッダー １台 

 

４ 担 当 課    情報政策部 情報管理課 

 

５ 納入期限    令和４年１月２８日（金） 

 

６ 納入場所    いちかわ情報プラザ６階 サーバ室（市川市南八幡４丁目２番５号） 

 

７ 規格      以下に示す仕様を満たすこと。 

 ○寸 法   ： Ｗ５００ × Ｄ６００ × Ｈ８５０mm以下 

（Ｗ・Ｄ・Ｈともに±５０mmまで可） 

○投入幅   ： ４０㎝以上（連続帳票の細断が可能なもの。） 

○ 大細断枚数： ４５枚以上 

○くず箱容量 ： ９７ℓ以上 

○細断サイズ ： ７×２０mm以下 

○定格時間  ： 連続 

○電源    ： ＡＣ１００Ｖ 

○機能 

・オートスタート（紙を投入すると自動的に運転開始） 

・オートストップ（紙が無くなると自動的に運転停止） 

・オートリバース（能力以上の紙を投入すると自動的に逆回転して運転停止） 

・オートカット（モーター温度が上昇すると自動的に運転停止） 

・待機電力ゼロワット 

・オーバーフローストップ（くず箱の満杯を検知し自動的に運転停止） 

・とびらスイッチ（運転中にドアを開けると自動的に運転停止） 

・ブレーカ（過電流が一定時間流れると自動的に電源が切れる） 

【参考製品】 明光商会 ＭＳＤ－Ｆ４０ＳＦ 

 ※上記の参考製品以外で同等の品質、機能を有する製品を提案する場合は、

入札参加申請時に質疑書及び製品仕様が明記されたカタログ等を提出し、

担当課の承諾を得ること。 



 

８ 納入について 

（１）価格には搬入及び設置に係る費用を含むものとする。 

  （２）納入時に仕様した梱包材は、受注者の負担において回収すること。 

（３）納品にあたっては、事前に日時について担当課と協議すること。 

（４）納入する製品は未使用のものであること。傷・汚れ、その他外観を損ねるものであっては 

ならない。 

  （５）納入に際しては、担当課及び契約課職員の検収を受けるものとする。 

  （６）製造会社による不都合箇所が発生した場合は、無償で取替え又は修繕するものとする。 

 

９ その他 

（１）この仕様に疑義が生じたときは、速やかに担当課へ連絡し指示を受けること。 

  （２）暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項を遵守すること。 

  （３）この特記仕様書に定めのない事項については、物品供給契約書（「物品供給契約約款」を 

含む。）に定めるとおりとする。 


